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第１章 第３期栗東市地域福祉計画策定の趣旨 

１．計画策定の趣旨 

 かつては、地域の相互扶助や家族同士の助け合いなどにより、人々の暮らしは支えられてきま

したが、近年の少子高齢化や人口減少、核家族化や単身世帯の増加に加え、人々の意識の多様化

などにより、地域や家族での支え合いの機能が失われつつあります。さらに、子どもや高齢者に

対する虐待や夫婦間の暴力、経済の低迷や雇用環境の変化などによる生活不安、東日本大震災を

契機とする災害時に配慮や支援が必要な人への支援策、子育てと介護のダブルケアや老々介護、

単身世帯の増加による社会的孤立化など、従来の仕組みでは対応しきれないさまざまな課題が顕

在化してきています。また、公的な制度では対応しきれない「制度の狭間」の問題も指摘されて

います。平成 37 年には、団塊の世代がすべて 75 歳以上の後期高齢者となる「2025 年問題」

も目前に迫っています。こうした課題に対し、人々のつながりを再構築し、住民が互いに支え合

い、地域全体で取り組むことが求められます。 

 国では、平成 26年の介護保険制度の改正により、住民参加による介護予防事業などの新しい

事業が盛り込まれました。平成 26 年１月には「子どもの貧困対策の推進に関する法律（子ども

の貧困対策法）」、平成 27 年４月には「生活困窮者自立支援法」が施行され、経済的に困窮して

いる人や子どもを支援する取り組みも始まりました。 

 こうした社会情勢の変化やあらたな制度に的確に対応し、栗東市の地域福祉を推進するため、

「第３期栗東市地域福祉計画（以下、本計画という）」を策定します。 

 

２．これまでの取り組み 

本市では、平成 12 年の「社会福祉法」の改正に伴い、平成 17年度から本格的な地域福祉計

画の策定に取り組んできました。民生委員・児童委員の協力を得ながら住民意識調査を実施する

とともに、平成 18年度には各学区の地域振興協議会にご協力をいただき、地域懇談会を開催す

るなど、地域のさまざまな福祉に関する課題や解決策を話しあい、平成 19 年１１月に「パート

ナーシップによる地域づくり」を基本目標とする「栗東市地域福祉計画」を策定しました。 

その後、福祉を取り巻くさまざまな制度改正や課題に対応するため、平成 24 年度に本計画を

改定（「第２期栗東市地域福祉計画」を策定）し、地域福祉を推進してきました。 

平成23年３月に発生した東日本大震災では、地域によるコミュニティの必要性が再認識され、

日常からのつながりや災害時における要援護者への支援体制の構築を図るため、本市では平成

26 年度より栗東市災害時避難行動要支援者登録制度をスタートしています。 

今回の改定にあたっては、平成 29 年１月に市民 2,000 人を対象に意識調査を実施し、地域

の助け合いについての現状や課題をお伺いしました。また、平成 28 年 11 月より６回にわたっ

て各団体の代表者や学識経験者、公募市民により構成する「栗東市地域福祉計画委員会」を開催

し、さまざまなご意見をいただきました。自治会をはじめ、関係機関・各種団体、社会福祉協議

会などとの連携・協働を図り、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らしていける「地域福祉」

を進めていきます。 
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地域福祉計画は、各分野計画に共通する地域福祉の推進について、

その理念や具体策を示したものです。 

３．計画の位置づけ 

本計画は、社会福祉法第 107 条に基づき策定するもので、本市における地域福祉を推進する

ための施策展開の基本となるものです。 

また、本計画は「第五次栗東市総合計画」をはじめ、他の福祉分野のそれぞれの計画との整合

性及び連携を図りながら計画を策定しています。 

計画の内容は、地域の生活に密着した地域福祉の推進のあり方を示すものであり、誰もが地域

の中で安心して暮らせるように、地域ぐるみの取り組みや市の支援策についてまとめており、市

民、福祉事業者、行政などが協働により推進していく上での指針となります。 
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４．計画の期間 

 本計画の計画期間は、平成 30 年度から平成 34 年度までの５年間とし、社会情勢の変化や住

民のニーズに対応するため、必要に応じて見直しを行います。 

５．計画策定の方法 

本計画を策定するにあたっては、第２期計画の課題を整理した上で、市民を対象にアンケート

調査を実施し、市民や関係機関等の意見を把握しました。また、具体的な課題や施策・事業につ

いて幅広く協議検討を行うため、関係団体、学識経験者、市民で構成される「栗東市地域福祉計

画委員会」を設置するほか、庁内においては、「栗東市地域福祉計画検討会」を組織し、関係各課

と連携を図りながら検討を行い、計画を策定しました。 

 

■策定体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗東市地域福祉計画委員会  
 

【位置づけ】  関係団体、学識経験者、市民で構成される委員会 

【役割】  第３期栗東市地域福祉計画策定に係る検討 

                         

 

事務局 
 

【位置づけ】 福祉部  社会福祉課 

【役割】  ○会議の運営      ○調査等の実施 

        ○関係課・機関との連絡調整      ○計画の作成総括                   など 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

【事前調査】 

 

第３期栗東市地域福祉計画策定に関する意識調査（市民対象調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗東市地域福祉計画検討会 
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【役割】 ○地域福祉委員会への資料提供及び報告内容の検討 
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○地域福祉計画における個別計画関連部分の調整 
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６．地域福祉推進の圏域について 

市民意識調査では、地域福祉を推進する上で身近な「地域」として、「自治会」（45.3％）と捉

えている方が半数近くに及んでいます。 

このことから、本計画においても、地域住民の生活に密着し、あいさつや普段の見守り活動な

ど、地域活動を行う基礎的な圏域として自治会などの地縁団体を設定します。学校や保育園、幼

稚園、公園、コミュニティセンター等が整備されている小学校区については、地域福祉を推進す

る中心的な圏域と位置づけ、課題に応じて、自治会等での活動のほか小学校区での活動、広域的

な活動、市全域での活動を展開できるよう重層的な圏域を設定し、地域福祉を推進します。 

 

■地域福祉推進圏域イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小地域福祉活動圏域】 

地域住民同士が連携し、小地域福祉活動を展開する最も基礎的な活動圏域と位置づけます。普

段のあいさつや高齢者の見守り活動、自主防災活動等、「顔のみえる関係づくり」を行いやすい利

点を活かして、身近なパートナーシップによるネットワークを形成する圏域と位置づけます。 

 

【住民福祉活動圏域】 

学校や保育園、幼稚園、公園、コミュニティセンター等が整備されている小学校区については、

地域福祉を推進する中心的な圏域と位置づけ、行政のコミュニティ施策や子育て支援の施策など

とも連携しやすい利点を活かし、住民福祉活動を推進する圏域と位置づけます。 

 

【地域福祉推進圏域】 

福祉拠点施設（老人福祉センター・地域総合センター・地域包括支援センター）に専門職を配

置し、多様な活動をしている市民・ボランティア・NPO 法人などをつなぐ場として、広域な地

域福祉ネットワークを形成する圏域と位置づけます。専門職を中心に、さまざまな地域課題に取

り組みます。 

 

【市活動圏域】 

社会的な資源が整っており、各小学校区、ネットワークの活動が集約された圏域と位置づけま

す。また、市街地区、郊外地区、山間地区など、異なる地域特性に応じた地域福祉活動や施策の

展開を図っていくことが重要であることから、市全体の調和を図り、総合的な立場で施策の展開・

調整・推進を図る役割を持つものとします。 

【小地域福祉活動 

圏域】自治会等 

【住民福祉活動圏域】 

小学校区 

【地域福祉推進圏域】 

中学校区 
【市活動圏域】 

栗東市 
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第２章 栗東市を取り巻く現状と課題 

１．現状から見た特徴と課題 

（１）人口の状況 

①年齢３区分別人口の推移 

  15～64 歳、65 歳人口は増加してきています。15 歳未満人口は平成 22 年までは増加して

いましたが、平成 27 年には減少に転じました。 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

②年齢３区分別人口比率の推移 

  年齢３区分別人口比率の推移では、65歳以上の人口比率は高まってきています。15～64

歳の人口比率は徐々に低下してきています。15歳未満の人口比率は平成 22 年までは上昇して

いましたが、平成 27 年には低下しました。 
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③将来人口推計（年齢３区分別人口） 

  社会保障人口問題研究所による平成 22 年を基準とする将来人口推計では、平成 52 年

（2040年）にかけて人口が増加していくと見込まれています。しかし、人口構成では、65

歳以上の高齢者人口が増え、15 歳未満の年少人口、15 歳から 64 歳の生産年齢人口は減少す

ると見込まれています。 

 

                              資料：栗東市人口ビジョン 

④将来人口推計（年齢３区分別人口比率） 

 年齢３区分別人口比率の将来推計では、14 歳以下の年少人口と 15 歳から 64 歳の生産年齢

人口比率は下降し、65歳以上の高齢者人口の比率が上昇していくと見込まれています。 

 
                            資料：栗東市人口ビジョン 
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⑤自然動態（出生・死亡数）の推移 

  出生数が死亡数を上回る状況が続いています。しかし、平成 28 年の出生数が 861 人と前年

に比べると 100 人少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          資料：栗東市統計書 

 

 ⑥社会動態（転入・転出数）の推移 

  平成 24年は転入が転出を上回っていましたが、平成 25年から平成 27 年にかけては転出

が転入を上回る状況となり、平成 28年には再び転入が転出を上回っています。 

 

 
                             資料：栗東市統計書 
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⑦小学校区別人口の推移 

  平成 28 年度の人口が平成 24年度より減っているのは、「葉山」、「金勝」となっています。 

 

 
                                   資料：栗東市統計書 
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（２）世帯の状況 

①栗東市の人口及び世帯数の推移 

  栗東市の人口、世帯数ともに増加してきています。平成 27 年の人口は 66,749人、世帯数

は 24,592世帯で、平成 17 年と比べると 6,880人、3,944世帯増加しています。 

 

 

②一般世帯の家族類型の推移 

 一般世帯の家族類型では、核家族世帯が過半数を占めています。核家族と非親族を含む世

帯、単独世帯は増えていますが、核家族以外の世帯は減少しています。 

 

                                   資料：国勢調査 
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③住宅所有状況の推移 

  住宅の所有状況の推移をみると、持ち家と民間の借家が増加しています。 

 

 

                               資料：国勢調査 
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（３）児童・生徒の状況 

①小学校児童数の推移 

  平成 25年度までは小学校児童数は増加していましたが、平成 26 年度以降は減少してきて

います。 

 
                     資料：栗東市学校教育課調べ（５月１日） 

 

②小学校別児童数の推移 

  平成 24年度に比べて平成 28 年度の児童数が増えているのは、「葉山」、「葉山東」、「治田

東」、「大宝」、「大宝西」の５校となっています。児童数が減っているのは、「金勝」、「治田」、

「治田西」、「大宝東」の４校となっています。特に、「治田西」、「大宝東」の減少が顕著になっ

ています。 

 

                                   資料：栗東市統計書 
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③中学校生徒数の推移 

  中学校の生徒数は年々、増加しています。 

 
                      資料：栗東市学校教育課調べ（５月１日） 

 

④幼稚園園児数の推移 

幼稚園園児数は、平成 27 年度に増加したものの、減少傾向にあります。 

 

 

                          資料：栗東市幼児課（４月１日） 
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⑤保育園園児数の推移 

保育園園児数は、平成 26 年度にかけて減少していましたが、平成 27 年度以降は増加して

います。 

 
                           資料：栗東市幼児課（４月１日） 
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（４）地域福祉を考えるための統計数値 

①要介護・要支援認定者数の推移 

 要介護・要支援認定者数は年々増加しています。平成 24 年度から平成 28 年度にかけて

426 人増加しています。 

 

                                 資料：栗東市統計書 

 

 ②身体障害者手帳交付者数の推移 

   身体障害者手帳交付者数は、平成 28年度は 1,970 人で、平成 24 年度に比べて 126 人増

えています。 

 

                            資料：栗東市障がい福祉計画 
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 ③療育手帳交付者数の推移 

  療育手帳交付者数は、年々、増加しています。平成 28 年度の交付者数は 512 人で、平成

24 年度に比べると 87人増えています。 

 

 

 

 

 

 

                            資料：栗東市障がい福祉計画 

④精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移 

   精神障害者保健福祉手帳交付者数も、年々増加しています。平成 28 年度の交付者数は

399 人で、平成 24 年度に比べると 145 人増えています。 

 

 

 

 

 

 

                            資料：栗東市障がい福祉計画 

⑤ひとり親家庭福祉医療費助成者数の推移 

  ひとり親家庭福祉医療費助成者数において、母子家庭は平成 25 年度まで増加していま

したが、平成 26 年度からは減少しています。父子家庭は毎年、減少傾向にあります。 

■母子家庭                 ■父子家庭

資料：福祉医療費の現況 資料：福祉医療費の現況 
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 ⑥生活保護世帯の状況 

  年間生活保護世帯数と平均人員数は平成 26年度まで、平均保護率は平成 25 年度まで増加

していましたが、それぞれ翌年度以降は減少に転じています。 

  生活保護相談数は、平成 25 年度までは増加していましたが、平成 26 年度以降は減少して

います。 

■年間生活保護世帯数、平均人員、平均保護率の推移 

 

                            資料：栗東市社会福祉課 

■生活保護相談・申請・開始・廃止の推移 

 

                                 資料：栗東市社会福祉課 
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（５）地域福祉を支える社会資源 

 ①ふれあいサロン設置数の推移 

  ふれあいサロン設置数は、平成 27 年度にかけて減少していましたが、平成 28 年度には大

きく増えています。 

 

資料：栗東市社会福祉協議会 

 ②ふれあい給食サービス利用者数の推移 

  ふれあい給食サービス利用者数は、平成 25 年度には 343人でしたが、平成 28 年度には

186 人に減少しています。 

 

資料：栗東市社会福祉協議会 
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③民生委員・児童委員の活動 

  民生委員・児童委員の人数は、平成 24年度には 145 人でしたが、平成 28 年度は 126 人

に減少しています。主任児童委員の人数も、平成 28 年度は 13人で、平成 24 年度からは２

人減少しています。 

活動日数は平成 28年度は 23,048日で、民生委員・児童委員数の減少に伴い、平成 24 年

度から 4,000日近く減少しています。 

■民生委員・児童委員の人数、主任児童委員の人数、学区別民生委員児童委員協議会の団体数 

 

資料：栗東市社会福祉課 

■民生委員・児童委員の活動日数 

 

資料：栗東市社会福祉課 
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 ④自治会加入率 

  平成 28年度の自治会加入率は、92.19％となっています。 

 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

資料なし 資料なし 93.62％ 92.19％ 

資料：栗東市自治振興課（４月１日現在） 

 

⑤自主防災組織設置数の推移 

  平成 28年度の自主防災組織の設置数は 117 件で、徐々に増加しています。平成 24 年度か

らは４件増えました。 

 

資料：栗東市危機管理課 

 ⑥老人クラブの数と会員数の推移 

  老人クラブの数及び会員数は、平成 27年度にかけて減少してきましたが、平成 28 年度に

は少しですが増加しました。平成 28年度の老人クラブの数は 29 団体と、平成 24 年度に比

べて７団体減少しています。 

 

資料：栗東市長寿福祉課
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 ⑦健康推進員の人数 

  平成 28年度の健康推進員の人数は 150人で、平成 24年度に比べて 13 人減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

資料：栗東市健康増進課 

 ⑧認知症サポーター数の推移 

  認知症サポーター数は年々、増加しています。平成 28 年度の認知症サポーター数は 2,656

人で、平成 24 年度に比べると 1,526人増えています。 

 

 

 

 

 

資料：栗東市長寿福祉課 

⑨NPO 法人認定数の推移 

  平成 28年度の県内の NPO 法人 596団体のうち、栗東市内に所在するのは 14団体となっ

ています。年によって増減はありますが、目立った変化はありません。 

 

 

 

 

 

 

資料：滋賀県県民活動・協働推進室 
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⑩ボランティアセンター登録団体と団体登録人数の推移 

  ボランティアセンター登録団体及び団体登録人数は、平成 25 年度から平成 26 年度にかけ

て大きく伸びています。その後も、少しずつですが増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栗東市ボランティア市民活動センター 

 

⑪ボランティア保険加入者数の推移 

  ボランティア保険加入者数は、平成 25年度から平成 26年度にかけて大きく増えていま

す。平成 27年度から平成 28 年度にかけては、ほぼ横ばいとなっています。 

 

 

                     資料：栗東市ボランティア市民活動センター 
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２．アンケート調査結果について 

（１）ご近所との関係・地域について 

 前回調査（平成 24 年度）と比較すると、ご近所との関係は希薄になり、地域への愛着も低く

なっています。ご近所との関係で、「葬祭など、何か困ったときに助け合える人がいる」や、「互

いに訪問し合う程度の人がいる」という割合が低下し、「立ち話する程度の人がいる」、「挨拶する

程度の人しかいない」という割合が高くなっています【グラフ１】。また、ご近所との関係は、小

学校区別でも差が見られ、「金勝」や「葉山東」などでは「葬祭など、何か困ったときに助け合え

る人がいる」の割合が高いですが、「大宝西」や「治田東」などでは低くなっています【グラフ

２】。 

住んでいる地域に愛着（住み続けたいと思うなど）があるかについても、「大いにある」、「ある

程度ある」の割合が前回調査に比べると低下しています【グラフ３】。「大いにある」という割合

は、年代が高いほど高く、20～30 歳代は低くなっています【グラフ４】。 

 

 【グラフ１】あなたとご近所との関係           【グラフ２】（学校区別） 
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【グラフ３】住んでいる地域に愛着（住み続けたいと思うなど）がありますか。 

 

 

 

 【グラフ４】（年代別） 
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7.8 

10.2 

2.8 

2.8 

0.6 

4.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査

（N=1,076）

今回調査

（N=849）

大いにある ある程度ある どちらともいえない

あまりない 全くない 不明・無回答

32.5 

25.4 

25.0 

17.2 

19.4 

14.4 

25.3 

11.4 

19.5 

13.6 

32.5 

31.3 

41.7 

48.5 

48.6 

41.2 

42.1 

52.9 

53.2 

31.8 

20.0 

22.4 

20.8 

21.2 

13.9 

19.6 

14.7 

20.0 

15.6 

20.5 

10.0 

14.9 

9.7 

7.1 

9.7 

13.4 

9.5 

8.6 

6.5 

27.3 

2.5 

4.5 

2.8 

0.0 

2.8 

7.2 

5.3 

0.0 

1.3 

2.3 

2.5 

1.5 

0.0 

6.1 

5.6 

4.1 

3.2 

7.1 

3.9 

4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

金勝（N=80）

葉山（N=67）

葉山東（N=72）

治田（N=99）

治田東（N=72）

治田西（N=97）

大宝（N=95）

大宝東（N=70）

大宝西（N=77）

わからない（N=44）

大いにある ある程度ある どちらともいえない

あまりない 全くない 不明・無回答
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（２）日常生活について 

 自分自身のことで不安（不満）に思っていることについては、「老後の介護に関すること」、「健

康に関すること」が高い割合となっています【グラフ５】。特に、40歳代以上で高い割合となっ

ています。30 歳代では「子育て・教育に関すること」が高い割合を示し、世代間の違いが浮き彫

りになっています。 

住んでいる地域で不安（不満）に思っていることについては、「公共交通機関の整備」が最も高

く【グラフ６】、小学校区別では「金勝」、「葉山」、「葉山東」、「治田東」で 30％を超えていま

す。 

 

 【グラフ５】自分のことで不安（不満）に  【グラフ６】地域のことで不安（不満）に 

       思っていること              思っていること 

 

 

 

23.2 

22.4 

15.9 

14.6 

13.9 

13.4 

9.0 

7.2 

4.1 

24.9 

7.5 

0% 10% 20% 30%

公共交通機関の整備

福祉サービスの充実

医療機関の充実

商業・娯楽施設の充実

（スーパー・コンビニなど）

住宅・生活環境

近所との人間関係

教育施設の整備

相談体制の整備

その他

不安（不満）はない

不明・無回答

（N=849）

40.2 

39.5 

29.3 

23.3 

18.3 

17.8 

17.7 

1.9 

13.4 

3.8 

0% 20% 40% 60%

老後の介護に

関すること

健康に関すること

地震などの災害時に

おける防災体制

家族のこと

仕事のこと

子育て・教育に

関すること

住宅・生活環境のこと

その他

不安（不満）はない

不明・無回答

（N=849）
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（３）ボランティア活動について 

 ボランティア活動への関心については、６割以上が関心があると回答していますが、実際にボ

ランティア活動をしていると回答した人は約２割にとどまっています。年代別では、60 歳代を中

心に年代が高い人は参加しているという回答が多いですが、30 歳代以下が低くなっています【グ

ラフ７】。小学校区別では、「葉山東」、「金勝」、「治田東」でしているという回答が多く、近所と

のつながりがあると回答した地域と重なっています。ボランティア活動に参加しない理由につい

ては、「時間がない」という回答が４割以上を占めていますが、「参加したいが、どうしたらよい

のかわからない」という回答も全体で 20.5％を占めています。 

 ボランティア活動を活発にするために栗東市が取り組むことについて、６割以上は「情報提

供」と回答していますが、３割近くの人が「コーディネート機能の充実」と回答しています【グ

ラフ８】。 

 

 【グラフ７】ボランティア活動をしていますか（年代別） 

 

 【グラフ８】ボランティア活動を活発にするために、栗東市が取り組むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

13.6 

6.6 

14.0 

18.9 

27.0 

25.8 

93.8 

81.8 

87.5 

82.0 

80.0 

70.2 

71.6 

0.0 

4.5 

5.9 

3.9 

1.1 

2.8 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19歳以下（N=16）

20歳代（N=66）

30歳代（N=136）

40歳代（N=178）

50歳代（N=90）

60歳代（N=141）

70歳以上（N=155）

はい いいえ 不明・無回答

65.7 

28.6 

25.0 

18.4 

16.8 

2.9 

12.6 

0% 20% 40% 60% 80%

情報提供

コーディネート機能の充実

講習・研修の機会を増やす

活動拠点の整備

ボランティアセンターの充実

その他

不明・無回答

（N=849）
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（４）災害への備えについて 

 災害への備えについては、災害時の避難場所を知っているという人は 7 割以上と高くなってい

ますが、地域の防災活動に参加している人は 27.0％、自主防災組織に入っている人は 21.0％と

低くなっています。地域の防災活動に参加しているという割合や、自主防災組織に入っていると

いう割合は、校区によって差があり、「葉山東」や「金勝」で高くなっています【グラフ９】。こ

の校区は、災害時に自力で避難が困難な人を知っているという割合も高くなっています。 

災害時避難行動要支援者登録制度については、「知らない」という回答が 71.3％を占め【グラ

フ 10】、「制度名も内容も知っている」の割合は 10.7％となっています。家族に高齢や障がいに

より配慮が必要な人がいる人のうちでも、半数以上が「知らない」と回答し、一層の周知が求め

られます。 

 

 【グラフ９】日ごろから地域の防災活動に参加していますか（校区別） 

 

 

 【グラフ 10】災害時避難行動要支援者登録制度について知っていますか 

 

 

38.8 

28.4 

43.1 

16.2 

30.6 

22.7 

20.0 

35.7 

24.7 

6.8 

51.3 

62.7 

45.8 

64.6 

58.3 

58.8 

66.3 

54.3 

66.2 

90.9 

5.0 

4.5 

5.6 

13.1 

6.9 

11.3 

8.4 

8.6 

5.2 

0.0 

5.0 

4.5 

5.6 

6.1 

4.2 

7.2 

5.3 

1.4 

3.9 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

金勝（N=80）

葉山（N=67）

葉山東（N=72）

治田（N=99）

治田東（N=72）

治田西（N=97）

大宝（N=95）

大宝東（N=70）

大宝西（N=77）

わからない（N=44）

はい いいえ わからない 不明・無回答

10.7 13.2 71.3 4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=849

制度名も内容も知っている 制度名は知っているが内容は知らない

知らない 不明・無回答
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（５）福祉のまちづくりについて 

生活困窮の問題や支援制度について、約８割が「必要な制度だと思う」と回答しています。介

護予防・日常生活支援総合事業については、56.9％が「知らない」と回答し、特に若い年代で

「知らない」という割合が高くなっています。 

福祉を充実させていくうえでの行政と地域住民の関係については、「地域の福祉課題について

は、行政も住民も協力し合い、共に取り組むべきである」が高い割合を示しています【グラフ

11】。 

地域での助け合いを活発にするために重要なことについては、男性は「困っている人の情報な

どが共有できるシステムをつくる」、「地域でボランティアなどの活動拠点となる場を整備する」、

「リーダーや福祉活動に携わる人を養成する」の割合が高くなっていますが、女性は「学校での

教育や社会教育の場で福祉の学びを充実させる」、「困っている人と、助けることのできる人との

橋渡し役を育成する」の割合が高く、男女で違いが見られます。 

 今後の居住意向については、「このまま住み続けたい」という割合が半数以上を占めています

が、転居したいと回答した方の理由では、「交通の便が悪いから」が最も高くなっています。 

 

 【グラフ 11】福祉を充実させていくうえで、行政と地域住民の関係についてどのように考えますか 

 

6.8 56.4 11.8 14.3 9.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=849

福祉を充実する責任は行政（国や県、市）にあるので、住民は特に協力することはない

地域の福祉課題については、行政も住民も協力し合い、共に取り組むべきである

住民として地域の福祉活動に主体的に取り組み、その活動に対して行政は援助・協力

すべきである
わからない

不明・無回答
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第３章 第３期栗東市地域福祉計画策定に向けた課題 

１．制度改正などにより踏まえるべきポイント 

【１】地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進 

  平成 29年２月、厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部より、地域の相互扶

助のあり方として、「縦割り」の限界を克服する必要性と、「つながり」の再構築の必要性を示

した上で、改革に向けて以下の４つの柱が示されました。 

  １．地域課題の解決力の強化 

  ２．地域丸ごとのつながりの強化 

  ３．地域を基盤とする包括的支援の強化 

  ４．専門人材の機能強化・最大活用 

 

  具体的な内容としては、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制を構築してい

くことや、生活困窮者自立支援制度の理念を普遍化し、多様・複合的な課題について保健や医

療、権利擁護、雇用・就労、産業、教育、住まいなど多機関が連携し、広域で解決を図る体制

を確保することのほか、高齢者や障がい者、子どもなど生活上の困難を抱える人が地域におい

て、その人らしい暮らしを送ることができるよう、地域住民と公的支援の連動や NPO、民間企

業などと協働して包括的な支援体制を構築することなどが示されています。 

 

【２】生活困窮者自立支援法の施行 

  平成 26年３月、厚生労働省社会・援護局長より「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福

祉支援計画の策定について」として、生活困窮者自立支援方策について、以下の通り、地域福

祉計画に盛り込む事項が示されました。 

  １．生活困窮者自立支援方策の位置づけと地域福祉施策との連携に関する事項 

  ２．生活困窮者の把握等に関する事項 

  ３．生活困窮者の自立支援に関する事項 

  （１）生活困窮者の自立支援のための各種支援の実施 

     ①生活困窮者自立支援法に基づく支援 

     ②関係機関・他制度、多様な主体による支援 

  （２）生活困窮者支援を通じた地域づくり 
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【３】防災・災害対策について 

  平成 19年８月に、「要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」が通

知され、市町村地域福祉計画に、要援護者の把握方法や関係機関の情報共有方法等を明記する

こととされました。その後、東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25年６月の「災害対策基本

法」の改正により、市町村に、高齢者、障がい者等の災害時の避難に特に配慮を要する者につ

いての名簿作成が義務づけられました。平成 25年８月には、内閣府から「避難行動要支援者

の避難行動支援に関する取組指針」が示されています。 

 

【４】福祉施策との関連について 

  平成 26年の介護保険法改正により、介護予防や生活支援にかかるサービスについて、住民

主体の多様なサービスを実施できるようになりました。買い物やごみ出し等の日常生活の支援

のほか、機能訓練やミニデイサービスなどを介護予防・日常生活支援総合事業として実施でき

るようになり、受け皿となる地域の力がますます求められるようになりました。 

  子育ての分野では、平成 26 年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、す

べての子どもが生まれ育つ環境に左右されることなく、夢や希望を持って成長できる社会の実

現に向けた取り組みが進められるようになりました。 

  平成 28年の児童福祉法改正では、児童虐待に対する施策が強化されたほか、児童養護施設

退所後や里親委託終了後に自立して生活できるための相談や支援に取り組むことが明記されま

した。 

  障がい福祉の分野でも、障害者総合支援法の改正により、難病患者や発達障がいに対する支

援のあり方が盛り込まれたほか、平成 28 年には障害者差別解消法が施行され、障がいを理由

とする不利益な取り扱いの禁止や、社会的な障壁の除去のための合理的配慮について定められ

ました。また、精神障がいにも対応した地域包括支援システムの構築や障がい者の「親亡き

後」を見据えた地域生活支援拠点等の整備に向けた取り組みも進められています。 

  加えて、高齢者、障がい者、児童等の垣根を超えた地域包括ケアが推奨されるようになり、

これらを対象とする福祉サービスを組み合わせて総合的に提供する際の事項も明確化され、今

後さらに一体的な支援施策が進められようとしています。 
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２．第２期栗東市地域福祉計画の検証と計画改定に向けた課題 

【１】地域福祉システムの構築 

① 人口が増加するとともに、昔からのつながりが薄れてきています。平成 27 年（国勢調査）

の人口は平成 10 年と比べて１割以上増えていますが、自治会加入率は伸び悩んでいる上、民

生委員・児童委員の人数、活動日数ともに減少しています。市民意識調査の結果によると、地

域とのつながりが「あまりないと思う」という人が５割近くを占めています。毎年、3,000人

を超える転入者がおり、新しい住民と地域とのつながりをどのようにつくるかが課題になって

います。また、３世代同居などが減少し、核家族と単独世帯が増えており、家族で支え合う仕

組みも失われつつあります。家庭や地域といった従来の支え合いに加えて、あらたな支え合い

の仕組みづくりが求められます。第２期計画でも、支援が必要な人と、支援する人を結びつけ

るコーディネーターの配置を目指していましたが、進んでいないのが現状です。地域における

さまざまな課題を解決できる仕組みをつくるためにも、コミュニティソーシャルワーカー（以

下、「ＣＳＷ」）などを中心に地域住民が支え合うネットワークの構築が必要です。 

② 地域振興協議会機能の充実に取り組んできましたが、地域によって住民の参加状況や活動

の充実度に開きがあるのが現状です。意識調査結果でも、地域への愛着や、地域活動への参

加意欲は、地域によって差がみられます。「金勝」や「葉山東」などの地域では、「葬祭な

ど、何か困ったときに助け合える人がいる」の割合が高いですが、「大宝西」や「治田東」な

どでは低くなっています。住民同士のつながりが薄い地域や、交流が活発ではない地域の人

に対し、いかにつながりを作っていくかが課題になっています。一方、地域とのつながりが

薄いものの、ボランティアや地域の課題に関心がある人もいることから、こうした人と人を

結びつけ、地域福祉の担い手として養成する取り組みも必要です。 

③ 児童館や老人福祉センターなどを拠点にさまざまな交流や活動に取り組んできましたが、今

後は、こうした活動を地域で支える仕組みづくりに結びつけていくことが必要です。子育て世

帯の転入者が多く、子育て支援のニーズに応えるとともに、地縁や血縁がない核家族の子育て

世帯に対する支援が必要です。また、他自治体に比べると高齢化率は低いものの、要介護・要

支援認定者数は増えており、今後さらに増加が見込まれる高齢者を支える仕組みづくりも課題

になっています。 

 

 

 

 

 

 

      第３期計画への改定に向けて 

●住民の地域への関心を高め、自治会や地域振興協議会の意義を認識してもらう取り組

みが必要 

●転入者など地域との縁が薄い住民に対し、地域とのつながりをつくり、顔の見える関

係を構築する取り組みが必要 

●近年の課題に対応するあらたな支え合いの仕組みづくりが必要 



31 

 

【２】あらゆる住民の地域福祉活動への参加の促進 

① 意識調査結果では、福祉を充実させていくうえでの行政と地域住民との関係について、６割

近くが「地域の福祉課題については、行政も住民も協力し合い、共に取り組むべき」と回答し、

住民意識の高さが示されています。一方で、市民活動やボランティアへの関心の高さに比べ、

実際にボランティア活動をしているという割合は低く、潜在的なボランティア希望者（活動の

意向者）を掘り起こす必要があります。特に、情報提供やコーディネート機能の充実などによ

り、ボランティアの参加が低い若い世代に対する効果的なアプローチが求められます。また、

介護保険制度の改正による地域での助け合い活動を推進するためにも、定年退職者や若者のボ

ランティアなどあらたな担い手を育成する必要があります。 

② 意識調査結果で、地域活動に参加したことがないと回答した 70歳以上の方の理由につい

て、「人との関係をあまり持ちたくないから」や、「すべてに関心がないから」という回答が

２割を超えており、ほかの年代よりも高くなっています。ボランティア活動に参加していな

い 70歳以上の方の理由で最も多い回答は「参加したくない」で、孤独な高齢者の姿が浮か

び上がってきます。一方で、70 歳以上の 25.8％がボランティア活動をしていると回答して

おり、60 歳代の次に高い割合になっています。二極化が進むなかで、高齢者の孤立化を防ぐ

取り組みが求められます。 

 

 

 

 

 

 

【３】福祉の風土づくり 

 ① 学校や地域など、あらゆる機会を通じて福祉に関する教育に取り組んできたこともあり、意

識調査結果では、６割以上が福祉に関心があると回答しています。20 歳代以下と 50 歳代以

上で関心があるという割合が高いですが、30～40 歳代ではやや低くなっています。この年代

に対するアプローチが求められます。 

 ②福祉や人権問題についての啓発活動に取り組んできましたが、年代により、意識には差がみら

れます。「地域住民が安心して暮らせるためにできること」や、「地域で生活する高齢者を支え

るためにできること」などを問う意識調査に対しても、年代によって回答に違いがみられます。

福祉や人権問題について、身近なことととらえ、関心を高める取り組みが必要です。 

 

 

 

 

 

      第３期計画への改定に向けて 

●地域の福祉課題に取り組む人材や推進役となる人材の育成が必要 

●超高齢化を見据えた地域での健康づくりや、介護予防事業などの高齢者の孤立化を防

ぐ取り組みが必要 

●若い世代や定年退職者などボランティアのあらたな担い手の育成が必要 

      第３期計画への改定に向けて 

●地域福祉を担う人材育成の前段階として、人権や福祉への関心を高める啓発が必要 

●地域にどのような福祉課題があるのか、学習機会の充実が必要 
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【４】地域福祉推進体制の整備 

① 災害対策では、災害時避難行動要支援者名簿の作成は進んでいますが、自治会や民生委

員・児童委員の協力のもとでの活用方法の検討や、個別支援計画の策定については、今後の

課題になっています。また、意識調査結果で、「家族に高齢や障がいなどで配慮が必要な人が

いる」と回答した人の中でも、災害時避難行動要支援者登録制度を半数以上が「知らない」

と回答しており、一層の周知が必要です。 

 ② サロン活動に取り組む地域が増え、立ち上げ支援は一定の成果がみられます。子ども食堂

も社会福祉協議会や地域での自主的な取り組みも増えつつあり、子どもの居場所づくりも進

められています。子どもから高齢者まで、あらゆる人が孤立せず、地域全体で支え合う体制

づくりが一層、必要です。 

 ③ 地域福祉を担う人材の育成には、それぞれの部署がニーズに応じて取り組んでいますが、

情報共有や連携には課題があるのが現状です。地域で丸ごと支え合う仕組みを構築するため

にも、さまざまな垣根を越えて情報共有や連携できる体制が必要です。 

 ④社会福祉法人が行おうとする地域公益事業等を制度外サービスの創設へ誘導し、また法人所

属の人材を貴重な地域資源として活用できるような仕組みづくりも必要です。 

 

 

 

 

 

 

      第３期計画への改定に向けて 

●さまざまな垣根を越えて、住民や関係機関が連携し、地域課題を我が事として丸ごと支

え合う仕組みづくりが必要 

●生活困窮者や引きこもり、認知症などさまざまな課題を抱える人たちを地域全体で支

え合う仕組みづくりが必要 
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第４章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本目標 

 第１期及び第２期計画においては、「パートナーシップによる地域づくり」を基本目標として、

地域福祉を推進してきました。これまでの 11 年間で、一定の成果はみられましたが、第３期計画

においては、これをさらに一歩前へ進めていく必要があります。国において、地域共生社会の実現

に向けた取り組みを推進することとしており、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進体制の確立に向け

た取り組みが求められます。また、介護保険制度の改正や生活困窮者自立支援法の施行、近年の福

祉施策の動きなどから、地域福祉の重要性が一層高まっています。第３期計画では、さまざまな施

策や制度の垣根を越えて、我が事として丸ごと受け止め、地域の課題を解決する仕組みづくりに取

り組みます。そのためにも、人と人のつながりを深め、ともに生き、支え合い、助け合う共生のま

ちづくりをめざして地域福祉を推進します。 

 

人と人がつながる共生のまちづくり 

 

２．基本方向 

 第２期計画の課題や国の施策動向を踏まえ、地域福祉をより一層前進させるため、第３期計画で

は「人と人がつながる共生のまちづくり」を基本目標とし、下記の４つを基本方向として実施しま

す。 

 【１】暮らしを支える豊かな地域づくり 

  地域福祉を推進するためには、顔の見える地域の関係づくりが不可欠です。地域は、高齢

者や障がい者、子どもなど世代や背景の異なるすべての人々の生活の本拠です。地域を基盤

として人と人とのつながりを育むことで、誰もが尊重され、その人らしい生活を実現できる

社会を構築していくことにつながります。少子高齢社会のなかで、住民同士がつながり、支

え合うことができる地域づくりに取り組みます。 

 

 【２】誰もが安心して暮らせるネットワークづくり 

  地域は社会・経済活動の基盤であり、多様な社会資源が存在しています。地域における様々

な課題を把握したり、解決していくためには、さまざまな分野を超えて、人と資源がつながり、

ネットワークを構築することが必要です。また、ネットワークを支援する専門機関の技術を向

上させ、機能を強化することも求められます。地域住民と民生委員・児童委員、ボランティア

団体、社会福祉法人、NPO 団体、社会福祉協議会、行政などが連携し、互いに情報交換や情

報共有をすることで、地域の課題を解決する仕組みをつくります。必要な人に必要な支援が届

く暮らしやすい地域づくりをめざします。 
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【３】地域福祉を支える人づくり 

   さまざまな地域福祉活動を展開するためには、推進役となる人材が必要です。これまでにも

人材育成に取り組んできましたが、多様化する福祉課題に対応するためには、こうした福祉課

題に関心を持ち、積極的に取り組む人材が必要です。啓発活動や教育、研修の充実に取り組む

ことにより、地域の核となる人材を育成するとともに、地域福祉を担う人づくりに取り組みま

す。定年退職をした人や若者、また福祉分野だけでなくさまざまな分野で活動する人たちにア

プローチをし、人材の発掘と養成に取り組みます。 

 

 【４】安全・安心なまちづくり 

近年の子どもを狙った犯罪や、大規模災害などにおいては、地域住民による防災・防犯活

動の効果が明らかになっています。子どもの通学時の見守り活動や地域の防犯パトロール、

自主防災組織の運営など、地域の安全は地域で守るという意識にもとづく住民の自主的な活

動を支援します。また、災害時に自力で避難が難しい人に対する災害時避難行動要支援者登

録制度の推進や、生活困窮者の自立支援、さまざまな困難を抱えた人たちの支援も行い、誰

もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

 

３．重点プログラム 

計画をさらに推進するため、第３期栗東市地域福祉計画においては、施策横断的な視点で以下

の２つの重点プログラムを設定し、計画を推進します。 

 【重点プログラム】  

Ⅰ 地域のつながりによる孤立を生まない仕組みづくり 

   Ⅱ 地域を包括的に支えるシステムづくりの推進 
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基本方向 基本目標 施策展開 

４．施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人
と
人
が
つ
な
が
る
共
生
の
ま
ち
づ
く
り 

ア．地域のつながりの強化 

ウ．地域福祉活動への参加の促進 

イ．福祉の心を育む教育の推進 

 
暮らしを支える 

豊かな地域づくり 

 
安全・安心な 

まちづくり 

ウ．人材の育成 

ア．地域で支え合う仕組みづくり 

イ．福祉と人権のまちづくりの推進 

誰もが安心して 

暮らせる 

ネットワークづくり 

 
地域福祉を支える 

人づくり 

イ．専門機関の機能強化 

ウ．困難を抱える人への支援 

イ．災害時の助け合い活動の促進 

Ⅰ 地域のつながりによる孤立を生まない仕組みづくり 

Ⅱ 地域を包括的に支えるシステムづくりの推進 

重点 

プログラム 

ア．安心して暮らせる地域づくり 

ア．住民意識の啓発 
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第５章 重点プログラム 

重点プログラムⅠ 地域のつながりによる孤立を生まない仕組みづくり 

 家族や地域といった、従来からの支え合いの仕組みが失われつつあるなかで、あらたな支え合い

の仕組みづくりが求められています。市民意識調査の結果では、「地域の福祉課題については、行政

も住民も協力し合い、共に取り組むべきである」と考える人が 56.4％を占めています。また、６

割以上の人が福祉に関心があると回答し、ボランティア登録人数も増えています。地域福祉を推進

するためには、こうした意欲や関心のある人たちをネットワーク化し、コーディネートをすること

が必要です。福祉専門職やコーディネーターを中心に、公的な制度の狭間にある人を支援したり、

生活のしづらさを抱える人や、高齢者の孤立化といった地域の課題の解決に取り組むネットワーク

の構築を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①相談窓口の充実 

 住民の生活上の課題や、地域のさまざまな課題をすくいあげる相談窓口の充実に取り組みま

す。 

 

②福祉課題に関心を持つための啓発・学習活動 

 住民等が地域福祉活動に関心を持ち、さまざまな地域課題を学ぶための学習活動や、啓発活動

に取り組みます。 

 

③地域の核となるリーダーの育成 

 住民の中心的な役割を果たすリーダーを育成します。 

 

④定期的な情報交換・交流の場づくり 

 住民の生活上の課題や、地域の福祉課題について情報を共有したり、意見を交わす場づくりを

進めます。 

 

⑤地域ネットワークによる課題解決の仕組みづくり  

 関係機関と連携し、さまざまな課題の解決に向けて取り組みます。 

 住民と関係機関が連携し、地域課題の解決に取り組む体制づくり 

    さまざまな課題を抱える住民 

ご近所・自治会 
社会福祉法人・NPO 

企業・商店 

民生委員・児童委員 
ボランティア・学校・PTA・老人クラブ・子ども会 

実現に向けた取り組み 

  行政・社会福祉協議会・福祉専門職 

支援 
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重点プログラムⅡ 地域を包括的に支えるシステムづくりの推進 

いつまでも住み慣れた地域で暮らせる体制の整備が求められています。そのためには、児童や障

がい者、高齢者の垣根なく、支援が必要な人を包括的に支えられる仕組みが必要となります。医療

機関や社会福祉事業者及び企業、地域のマンパワーを結びつけた地域包括ケアシステムを実現するた

めの取り組みを強化します。「地域包括ケア」の「必要な支援を包括的に提供する」という考え方を、

障がいのある人、子ども等への支援や、さまざまな福祉課題に拡げた包括的支援体制の構築に努めま

す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①相談体制の整備 

 支援が必要なさまざまな住民の情報を把握し、支援に結びつけられるように包括的な相談体制の

整備を進めます。子育て家庭や障がい者、認知症高齢者などの生活上の課題についての相談に応じる

とともに、長期入院患者、施設入所者等の地域定着に向けた相談支援体制の整備を進めます。 

②地域資源の掘り起こしや支え合いの仕組みづくりをする専門職の配置 

地域の調整役として専門職を配置し、さまざまな活動をする住民団体の活動を掘り起こし、生

活上の困難を抱える人や、公的サービスでは対応できない制度の狭間にある人などに対する住民

主体の支えあいの仕組みづくりを進めます。 

③圏域での地域包括支援の拠点づくり 

 サービス事業者や医療、住民活動、NPO などさまざまな機関と連携し、地域生活を支える医療やサービ

スが提供できるように圏域での拠点づくりを進めます。また、複合課題に対応する包括的な支援体制を構築

します。 

④多様な担い手によるさまざまな生活支援サービスの創設の促進 

 社会福祉法人を始めとする多様な担い手や機関が特徴を生かした公益事業を行うことができる

仕組みづくりに取り組みます。 

 

実現に向けた取り組み 
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第６章 地域福祉推進に向けた施策の展開 

１．暮らしを支える豊かな地域づくり 

ア．地域のつながりの強化 

 地域福祉を推進するためには、地域のつながりが不可欠です。郷土の歴史や環境を学び、ふる

さとを愛する気持ちを育てるとともに、自治会や地域振興協議会、子ども会、老人クラブなどを

通じて地域の結びつきを強めます。地域の拠点での活動などを通じ、転入者や若い世代など地域

との縁の薄い人を地域と結びつける取り組みを進めます。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① ふるさとを大切にする機運づく

り 

・昔あそび・ふれあい遊び 

・学校ボランティアとの交流 

・地域の協力による米づくり 

・チャレンジウィーク 

・まちづくり講座の開催 

・放課後こども教室 

 

幼児課 

学校教育課 

生涯学習課 

内容 

住んでいる地域を知り、ふれあ

いや学習を通じて、ふるさとに

誇りと愛着を抱く心を育てま

す。 

② 地域団体の活動の充実 ・自治会活動への支援 

・地域振興協議会活動への支援 

・女性団体活動への支援 

・老人クラブ活動への支援 

・民生委員・児童委員活動への

支援 

 

自治振興課 

長寿福祉課 

社会福祉課 

内容 

自治会、地域振興協議会等の活

動を通じて、地域のつながりを

強めます。 

③ 地域活動を推進する拠点づくり ・コミュニティセンターの活用

支援 

・コミセンだよりの発行 

・ひだまりの家を拠点とする各

種事業 

・老人福祉センターでの各種事 

 業 

・児童館活動の推進 

 

自治振興課 

ひだまりの家 

長寿福祉課 

子育て応援課 

 

内容 地域での活動やさまざまな市民

活動を行う拠点活動を進めま

す。 
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イ．福祉と人権のまちづくりの推進 

 地域福祉を進めるためには、人権意識の醸成が不可欠です。一人ひとりの人権を認めあい、互

いを尊重するための啓発や教育に取り組みます。ふれあいや交流活動を通じて、差別のない暮ら

しやすい地域づくりを推進します。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① 人権啓発・教育の推進 ・人権啓発事業の実施 

・地区別懇談会の取り組み 

・人権啓発リーダー講座の開催 

・障害者差別解消法についての

啓発活動 

・学校における「人権教室」の

実施 

・人権擁護委員・人権擁護推進

員に対する研修機会の充実 

 

人権政策課 

障がい福祉課 

幼児課 

学校教育課 

人権教育課 

 内容 

一人ひとりの人権を認めあい、

互いを尊重するための啓発活動

や学習に取り組みます。 

② 隣保館等における取り組み ・地区内コミュニティ醸成への

支援 

・広域での住民交流活動の促進 

・十里まちづくり事業の啓発 

 

ひだまりの家 

人権政策課 

人権教育課 

内容 

隣保館や準隣保館における隣保

事業を通じて、部落差別をはじ

めとする、あらゆる差別のない

暮らしやすい地域づくりに取り

組みます。 

③ 人権に関わる事業の推進 ・じんけんセミナー・市民のつ

どい等の開催 

・発達障がいへの理解と支援の

学習会の開催 

・生涯学習のまちづくり講座の

開催 

・中学校区人権教育地域ネット

協議会・学区運営委員会での

研修会の実施 

 

人権政策課 

子ども発達支援課 

人権教育課 

生涯学習課 

 

内容 

さまざまな事業や活動を通じ

て、差別のない暮らしやすい地

域づくりに取り組みます。 
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ウ．地域福祉活動への参加の促進 

 地域福祉活動に参加するきっかけとして、市の広報紙やホームページを活用して、市民にボラ

ンティア活動や地域活動について知ってもらい、関心を持ってもらうことが大切です。また、そ

の興味や関心を実際の活動につなげていくための情報提供や活動の支援、活動団体とのコーディ

ネートなども必要です。市民の福祉活動に対する意欲や気持ちを行動に移すことができるような

環境整備や仕組みづくりに取り組みます。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① 
地域福祉を推進するための情報

提供の充実 

・ボランティアに関する情報提

供の推進 

・地域振興協議会への情報提供 

・子育て支援センターだよりの

配布 

・「子育てすくすくポイント」

の配布 

 

自治振興課 

子育て応援課 

幼児課 

 

 
内容 

広報紙やホームページ、SNS な

どの媒体を活用します。 

② ボランティア・市民活動の推進 ・ボランティア市民活動センタ

ーの運営支援 

・ボランティアグループの活動

支援 

・市民活動団体へのサポート講

座の開催 

・栗東市いきいき活動ポイント

事業の実施 

・サロン交流会の開催 

・生涯学習人材バンクの実施 

 

自治振興課 

長寿福祉課 

生涯学習課 

内容 

ボランティア市民活動センター

の運営や「栗東市いきいき活動

ポイント事業」などを通じ、ボ

ランティアや市民活動を推進し

ます。 

③ 健康づくりや社会参加の促進 ・隣保館デイサービスの推進 

・心身障害者（児）レクリエー

ションスポーツ大会の運営支

援 

・いきいき百歳体操の推進 

・栗東 100 歳大学の推進 

・介護予防事業の実施 

・老人福祉センターでの軽スポ

ーツの実施 

 

ひだまりの家 

障がい福祉課 

長寿福祉課 

 

 

 内容 

いつまでも健康で暮らせるよう

に、健康づくりや介護予防に取

り組むとともに、活動を通じて

地域のつながりづくりや支え合

いにつなげます。 
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④ ふれあいの場づくり ・美里の会の運営 

・サロン活動の立ち上げと運営

の支援 

・老人福祉センターでの交流会

の開催 

・児童館における子育てサーク

ルへの支援 

・児童館での多世代交流 

・校庭・園庭開放による地域交

流の支援 

・はつらつ教養大学 

 

ひだまりの家 

長寿福祉課 

子育て応援課 

幼児課 

学校教育課 

生涯学習課 

内容 

身近なところで気軽に立ち寄

り、語りあえる場づくりを進め

ます。子育て世代や高齢者、障

がいのある人などが孤立するこ

となく、日常的なつながりが持

てる場づくりを推進します。 
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２．誰もが安心して暮らせるネットワークづくり 

ア．地域で支え合う仕組みづくり 

 民生委員・児童委員や地域のボランティア、住民団体などが連携し、地域で支え合う仕組みづ

くりに取り組みます。そのためには、日ごろから地域の課題の共有や情報交換をする場が必要で

す。子どもや高齢者、障がいのある人などの居場所づくりを通じて、孤立させず、悩みや困りご

とについて地域全体で考え、解決に向けて取り組む仕組みづくりが求められます。それぞれがつ

ながり、顔の見える関係を築き、地域で支え合うネットワークづくりに取り組みます。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① 

地域の連携による支援体制の構

築 

 

・ガイドヘルパーの養成 

・手話通訳の養成・派遣 

・障がい者のサークル活動への

支援 

・緊急通報システムの設置 

・児童館での子育て支援 

・民生委員・児童委員活動への

支援 

 

障がい福祉課 

長寿福祉課 

子育て応援課 

社会福祉課 

内容 

子どもや高齢者、障がいのある

人などが、住み慣れた地域で暮

らすことができる社会資源を整

備するとともに、必要なサービ

スが提供できるように取り組み

ます。 

 

② 子どもや高齢者、障がい者等を

支援する仕組みづくり 

・学習支援の必要な子どもへの

取り組み 

・要約筆記者の養成とコーディ

ネートの実施 

・高齢者のみ世帯・ひとり暮ら

し高齢者の把握と地域連携 

・学童保育を通じた地域の親子

のつながりづくり 

・要保護児童対策地域協議会を

通じた支援の仕組みづくり 

・シルバー人材センターを活用

した子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉課 

障がい福祉課 

長寿福祉課 

子育て応援課 

 

内容 

地域の力を活用し、子どもや高

齢者、障がいのある人を支援す

るネットワークをつくります。

さまざまな活動を通じて、子ど

もや高齢者、障がいのある人の

支援につなげます。 
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③ 

小学校区単位で地域の課題に取

り組む仕組みづくり 

 

・地域振興協議会等との連携 

・社会福祉協議会との連携 

自治振興課 

社会福祉課 

内容 

地域振興協議会等と連携し、小

学校区単位で地域の課題に取り

組む仕組みづくりを進めます。 
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イ．専門機関の機能強化 

 必要な箇所に専門職を配置し、住民主体の地域福祉活動をサポートするとともに、専門的な立

場から必要な情報を提供し、支援者と支援が必要な人を結びつけることが重要です。また、支援

が必要な人の情報を有している行政職員や教員、福祉専門職らが支援の必要な人を見過ごさず、

必要に応じて支援につなぐことが必要です。そうしたスキルを向上させるため、研修や学習を行

うとともに、相談支援体制を充実させることも大切です。人と機能の両面で、必要な人に支援が

届くための体制づくりに努めます。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① 
支援が必要な人を見逃さない取

り組みの強化 

・福祉実態調査をもとにした取

り組みの推進 

・家庭児童相談室事業 

・教育実態調査の実施と調査結

果にもとづく取り組みの強化 

・児童生徒支援室の取り組み 

・小中学生を対象とする「ふだ

んの生活習慣アンケート」の

実施 

・スクールカウンセラーの配置 

・スクールソーシャルワーカー

の配置 

・たんぽぽ教室、幼児ことばの

教室の取り組み 

・健康相談の実施 

 

社会福祉課 

長寿福祉課 

子ども発達支援課 

子育て応援課 

学校教育課 

健康増進課 

 

内容 

相談事業やさまざまな調査を通

じ、支援が必要な人を見逃さない

取り組みを強化します。 

② 
地域課題の解決をめざしたネッ

トワークづくり 

・CSWの配置と CSWを中心

とした地域支援ネットワーク

の構築に向けた支援 

・圏域ごとの地域包括支援セン

ターの設置 

・生活支援コーディネーターを

中心とする包括支援体制づく

り 

・発達支援部会の開催 

・子ども・子育て会議を通じた

ネットワークづくり 

 

 

社会福祉課 

長寿福祉課 

子ども発達支援課 

子育て応援課 

 

内容 

地域福祉推進圏域において、地

域の課題を解決できる仕組みづ

くりに取り組みます。 
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③ 
地域福祉をサポートする行政の

体制整備 

・行政職員や教職員への研修の

実施 

・スパック会議（学校問題行動

対策連絡会議） 

 

長寿福祉課 

幼児課 

学校教育課 

 

 
内容 

行政や教職員等が福祉課題につ

ながる芽を見逃さないよう、研

修に取り組むとともに、必要な

体制を整えます。 

④ 社会福祉協議会との連携 ・CSWの活動への支援 

・生活支援コーディネーターの

配置 

・学童保育職員（学童保育指導

員）への研修 

 

 

社会福祉課 

長寿福祉課 

子育て応援課 

 

 
内容 

福祉の現場において、福祉課題

につながる芽を見逃さず、支援

につなげるためのスキル向上に

取り組みます。 

⑤ 
社会福祉事業者、NPO等との連

携 

・社会福祉事業者の地域貢献の

推進 

・NPO等との連携 

・シルバー人材センターの福祉

事業との連携 

 

社会福祉課 

長寿福祉課 

子育て応援課 

内容 

社会福祉事業者や NPO、企業な

どと連携し、地域福祉を支える

ネットワークをつくります。 
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３．地域福祉を支える人づくり 

ア．住民意識の啓発 

 地域福祉を支える人づくりのためには、さまざまな地域課題に興味や関心を持ち、理解しても

らうことが必要です。さらに、関心を持った地域課題に取り組むために必要な研修や教育を充実

させ、地域課題に取り組む人を育成します。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① 
さまざまな地域課題についての

啓発活動の実施 

・障害者差別解消法についての

啓発 

・高齢者虐待防止の啓発活動 

・児童虐待防止の啓発活動 

・DV防止の啓発活動 

・発達障がいの理解についての

啓発活動 

障がい福祉課 

長寿福祉課 

子育て応援課 

生涯学習課 

子ども発達支援課 

内容 

ドメスティック・バイオレンス

（DV）や高齢者虐待、児童虐待

等、社会全体で取り組む必要が

あるさまざまな課題について、

市民に知ってもらうよう、啓発

を行います。 

 

② 研修機会の充実 ・人権擁護委員、人権擁護推進

員の研修 

・民生委員・児童委員への研修 

・スクールガードを対象とした

不審者対応等の研修の実施 

 

人権政策課 

社会福祉課 

学校教育課 

 

 内容 

民生委員・児童委員や人権擁護委

員等の研修を充実させ、支援の必

要な人を見逃さず、支援につなげ

るスキルを高めます。地域でさま

ざまな活動をしている人に対し、

地域の課題を解決できる力を養

成します。 
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イ．福祉の心を育む教育の推進 

 地域福祉を担う人づくりのためには、子どものころからさまざまな機会を通じて福祉の心を養

うことが大切です。障がいのある人や高齢者などとふれあい、どのようなことに困っているかや

手助けできることについて体験を通じて学ぶことが求められます。家庭や地域、学校などでさま

ざまな学習機会の拡充を図ります。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① 学校における福祉教育の推進 ・小中学校でのふれあい体験

（車椅子・アイマスク・手話 

等） 

・福祉施設訪問 

・福祉職場体験学習 

・障がいのある人との交流機会

の実施 

・福祉についての講演会の開催 

・学校における認知症サポータ

ー養成講座の実施 

 

学校教育課 

内容 

小中学校でのふれあい体験や福

祉施設訪問などを通じて、福祉の

心を養う教育を進めます。 

② 
家庭や地域における学習機会の

充実 

・ボランティア講座の開催 

・特別支援学級の地域交流事業 

 

学校教育課 

 

内容 

家庭や地域において、さまざま

な福祉課題について理解を深め

る学習機会を充実します。 

 



48 

 

ウ．人材の育成 

 市民の潜在的なボランティア意識を引き出し、地域福祉を担う人材を養成することが必要で

す。従来からのボランティアの養成を引き続き実施するとともに、認知症サポーターの養成や、

近年のさまざまな地域課題に応じたボランティアや地域活動の担い手の育成に取り組みます。元

気創造まちづくり事業の実施により、市民の意欲を活動に結びつけられるように支援をします。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① 
ボランティア等の人材の養成、

資質向上 

・ボランティア人材の育成 

・定年退職者を対象とするボラ

ンティア活動への支援 

・手話通訳養成講座の開催 

・認知症サポーター養成講座の

開催 

・青少年ボランティアリーダー

の養成 

・アドベンチャーキャンプ事業 

・健康推進員活動への支援 

 

自治振興課 

障がい福祉課 

長寿福祉課 

生涯学習課 

健康増進課 

内容 

地域課題に応じたさまざまなボ

ランティア養成講座等の開催を

行い、市民活動を自発的に展開で

きるボランティアの人材を育成

します。 

② あらたな活動の立ち上げ支援 ・元気創造まちづくり事業の実 

 施 

・ボランティアグループの立ち

上げ支援 

・生涯学習活動団体への支援 

 

自治振興課 

生涯学習課 

 

内容 

地域課題に応じたあらたな活動

を立ち上げる意欲のある人や団

体を支援します。 

③ 地域福祉を推進するコーディネ

ーターやリーダーの育成 

・地域福祉に関わるリーダーの

活動支援 

・生活支援コーディネーターの

配置 

 

社会福祉課 

長寿福祉課 

 

内容 

地域活動やボランティア活動の

リーダーとなる人材の育成を進

めます。 
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４．安全・安心なまちづくり 

ア．安心して暮らせる地域づくり 

 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、公共施設のバリアフリー化や、移動手段の

確保などの環境整備に取り組みます。また、登下校の見守りやスクールガードの活動など子ども

たちを事故や犯罪から守るための地域ぐるみの取り組みを進めるほか、地域振興協議会と連携し

ながら、安全で安心な地域づくりに取り組みます。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① 
誰もが安心して社会参加・外出

できる生活環境の整備 

・移動手段（コミュニティバ

ス・タクシー等）の確保 

・バリアフリー基本構想にもと

づく駅や公共施設のバリアフ

リー化の推進 

 

土木交通課 

 

内容 

バリアフリー基本構想にもとづ

き、誰もが社会参加しやすいよ

う、公共施設等のバリアフリー化

を進めます。コミュニティバス・

タクシーのあり方について検討

します。 

 

② 
子どもを守るための関係機関の

連携強化 

・地域振興協議会との連携によ

るパトロール活動の支援 

・自主防犯組織の活動支援 

・安全マップの作成支援 

・登下校の見守り活動の推進 

・中学校防犯委員による防犯ボ

ランティア活動の支援 

・子ども１１０番の家の活動支 

 援 

・スクールガード等地域ボラン

ティアの推進 

・少年補導員の活動支援 

 

自治振興課 

危機管理課 

幼児課 

学校教育課 

生涯学習課 

 

 

内容 

子どもが犯罪や事故に巻き込ま

れないよう、地域ぐるみで安全

対策を進めます。 
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③ 防犯対策の充実 ・地域振興協議会との連携 

・防犯パトロールへの支援 

・地域安全マップの作成支援 

・防犯情報発信システムによる

犯罪発生の情報提供 

・防犯のまちづくり計画の推進 

・防犯まちづくり審議会の開催 

・防犯出前講座の実施 

・「防犯デー」での啓発活動 

 

自治振興課 

危機管理課 

 

内容 

地域振興協議会など、地域住民

と協働で安全なまちづくりに取

り組みます。 
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イ．災害時の助け合い活動の促進 

 高齢者や障がいのある人をはじめあらゆる人が災害時に安心して避難できるように、栗東市災

害時避難行動要支援者名簿の作成をすすめ、全体計画を作成するとともに、個別での支援計画の

策定に取り組みます。災害時に避難に支援や配慮が必要な人を地域で把握し、避難を手助けし、

助け合える仕組みづくりを進めます。また、自主防災組織の立ち上げや活動を支援するととも

に、防災マップの作成や避難訓練などを通じて災害時の課題を把握し、災害への備えを進めま

す。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① 
災害時において誰もが安全に避

難できる体制の構築 

・地域防災計画の適時更新 

・災害時避難行動要支援者支援

登録制度の推進 

・災害時避難行動要支援者登録

台帳の活用 

・避難支援プランの作成 

・福祉避難所の体制整備 

危機管理課 

社会福祉課 

 

内容 

関係機関や地域住民の協力のも

と、災害時において配慮が必要な

人や避難行動要支援者の把握に

努めるとともに、誰もが安全に避

難できる体制を構築します。 

 

② 減災に向けた意識の向上 ・自主防災組織の立ち上げと活

動への支援 

・防災マップの作成支援 

・災害時の情報発信 

・防災・避難訓練の実施 

・自主防災組織による地域住民

の防災意識向上活動への支援 

 

危機管理課 

内容 

市民一人ひとりの防災意識を高

め、減災につなげるとともに、

地域での防災対策の実施に向け

て支援します。 

③ 災害時における救援活動や復旧

支援の体制づくり 

・災害ボランティアセンターの

実施に向けた体制づくり 

・自主防災組織の活動支援 

 

危機管理課 

社会福祉課 

自治振興課 

内容 

災害発生時に救援活動や復旧活

動を行うボランティアの受け入

れやコーディネートが行えるよ

うに体制づくりを進めます。 

 

 



52 

 

ウ．生活において困難さを感じている人への支援 

 生活困窮者など、日常生活を営む上で困難さを感じている人への支援に取り組みます。また、

経済的な困窮の背景には、病気や障がい、離婚など、さまざまな事情がある場合があります。こ

うした困難な状況を抱える人を把握し、関係機関や社会資源、地域のボランティアなどと連携

し、支援に結びつけるように取り組みます。また、認知症や障がいのある人の権利を守るため、

地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の周知と充実に努めます。 

 

事業名等 具体的な取り組み 関係各課 

① 生活困窮者への支援 ・生活困窮者の実態把握 

・生活困窮者自立支援窓口の設 

 置 

・生活困窮者自立支援制度に基

づく事業の実施 

・生活課題に対応するケース会

議の開催 

 

社会福祉課 

 

内容 

生活困窮者自立支援法にもとづ

く各種支援を実施し、関係機関や

民生委員・児童委員、近隣住民な

どと連携し、生活困窮者を支える

仕組みづくりに取り組みます。 

② 権利を守る取り組みの充実 ・地域福祉権利擁護事業の推進 

・成年後見制度の周知 

 

障がい福祉課 

長寿福祉課 

 

内容 

認知症の人や障がいのある人が

自立した地域生活を送ることが

できるよう、成年後見制度や福

祉サービスの利用援助など権利

を守る取り組みを充実させま

す。 

③ さまざまな課題に対応する仕組

みづくり 

・外国籍住民への支援（多文化

共生） 

・ひとり親家庭等への支援 

・DV被害者等への支援 

・不登校への支援 

 

自治振興課 

子育て応援課 

学校教育課 

内容 

ひとり親家庭や不登校、ひきこ

もり等、さまざまな課題に対応

できる仕組みづくりに取り組み

ます。 
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第７章 計画の推進体制とフォローアップ 

１．進行管理 

本計画の進捗状況や達成状況については、学識経験者や福祉関係者、市民などを含めた「地域

福祉計画委員会」において、評価・検証を行います。年度ごとに進捗状況を把握した上で、取り

組み内容の充実や見直しについての協議を行い、計画の円滑な推進に努めます。 

計画の着実な推進のためには、これらの進行管理を一連のつながりのなかで実施することが重

要です。そのため、計画を立案し（Plan）、実践する（Do）ことはもちろん、その進捗状況を定

期的に把握し点検・評価（Check）した上で、改善（Action）が行えるよう、循環型のマネジメ

ントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○計画の立案 

Ｐlan：計画 

○計画に基づく施策・事業 

の実施 

○施策・事業の実施内容の 

公表と周知 

Ｄo：実施 

 

○施策・事業の実施状況の 

把握 

○目標・指標等の達成状況 

の把握 

 

Ｃheck：点検・評価 

○事業内容の改善・見直し 

○目標・指標等の見直し 

Ａction：改善・見直し 

継続的改善 
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２．推進体制 

①市の主体的な計画の周知 

今後、計画の推進においては、市に関わるさまざまな人々の協力、行動が重要となります。そ

のためにも、より多くの人に計画を知ってもらい、関心をもってもらう必要があることから、市

のホームページ等への掲載や、地域福祉に関するシンポジウムの開催など、あらゆる機会を通し

て、計画の公表、周知に努めていきます。 

 

②地域福祉活動計画との連携 

社会福祉協議会では地域福祉活動計画を策定しており、地域福祉を進める両輪として、連携し

て取り組みます。社会福祉協議会の自主事業のほか、市からの委託事業、介護保険事業など、そ

の知識や経験、スケールメリットを活かし、ともに地域福祉の推進に取り組みます。 

 

③市民・事業所・関係機関等との協働による推進体制の整備 

すべての市民が住み慣れた場所で、ともに支えあうことができる地域福祉の実現を目指すため

には、地域全体で包括的に地域活動を推進していく必要があります。 

本市においては、地域福祉を担う一番身近なコミュニティである自治会において、自主防災組

織などが結成されているほか、老人クラブや健康推進員などの各種団体でも、さまざまな活動や

行事が行われるなど、市民活動、地域活動が活発に行われています。今後も市民や地域団体、民

生委員・児童委員などがより一層活発に活動できるよう、事業所、ボランティア、ＮＰＯなどと

も連携し、それぞれの担い手の特徴や能力についてコーディネートを図りながら、「協働」によ

り計画を推進していきます。 
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資料編 

１．社会福祉法 

２．栗東市地域福祉計画委員会設置要綱 

３．計画の策定経過 

４．栗東市地域福祉計画委員会委員名簿 

５．用語解説 
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